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障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合以上の障がい者を雇
うことを義務付けています。現在、民間企業の法定雇用率は2.5％で、40人以上の従業員を雇
用する事業主は、１人以上の障がい者雇用が求められています。また、令和８年７月以降、民
間企業の法定雇用率は2.7％に引き上げられ、対象事業主の範囲も広がります。 
 

対象事業主の範囲 

民間企業の法定雇用率 

令和６年４月（現行） 令和８年７月以降 

２．５％ ２．７％ 

４０．０人以上 ３７．５人以上 

厚生労働省が毎年６月１日時点での障がい者雇用状況の集計を行っています。令和５年の法
定雇用率達成企業の割合は50.1％となっています。 
 積極的な障がい者雇用に向け、引き続きみなさまのご理解とご協力をお願いします。 

障がい者雇用に関する助成金 
国や神奈川県では、障がい者を雇用したとき等に助成金が支給される制度

や税制上の優遇措置を実施しています。 
詳細は神奈川県のホームページをご覧ください。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/cnt/f6949/p865752.html 

障がい者雇用に関する主な相談機関 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shushoku/sodan/kinro.html
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https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/kaigo_guideline.html 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/carers/line-counseling.html 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/carers/index.html 

https://www.fujisawa-cci.or.jp/special/fujisawa-digiwoman/ 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shushoku/shien/shikaku.html 
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https://kenkofujisawa.jp/kenkozukuri-ohendan/vejipulus-ten.html 

https://www.youtube.com/watch?v=C2CYMb3s9vs 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kenko-z/kenko/kenko/kigyou.html 

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142051-u/offer/offerList_detail?tempSeq=74144 

 



 

 

「障がい者セミナー ～長く働き続けられる時間の使い方を考える～」を開催します！ 

障がいのある方が就職して長く働き続けるための準備は、就職活動前から必要です。「現在の生活」と「就
職後の生活」を時間軸で比較しながら、ワークを通じて学ぶセミナーです。ぜひ、この機会に参加してみませ
んか？ 
 

藤沢まちゼミは、藤沢市内のお店の方が講師となって、プロならではの知識やテクニックなどが少人数で
楽しく学べる講座です。是非この機会に、普段から気になっている商店街（店舗）の魅力を体験してみてくだ
さい。 

  
【開催期間】   １０月１日（火）～３１日（木） 

【開催場所】   藤沢市内の商店街の各店舗 
【費用】     無料（一部材料費等がかかる場合があります。） 
【申込方法等】  申込方法、参加店舗、講座内容など詳細については、藤沢まちゼミのホーム

ページをご覧ください。       
【問い合わせ】  （一社）藤沢市商店会連合会（平日午前 9 時～午後 5 時） 
         ＴＥＬ 0466-23-3536 ＦＡＸ 0466-28-7241 
         E-Mail shouren@cityfujisawa.ne.jp 
 
 

日 時： １０月１１日（金）１３：３０～１５：３０ 
受講料： 無料 
場 所： F プレイス ３０４会議室 
対 象： 市内在住・在勤・在学で障がいのある方  

※障がい者手帳の有無は問いません。 
定 員： ２０名 ※希望者多数の場合は抽選 
申込締切：９月２６日（木） 抽選発表：９月２７日（金） 

※手話通訳が必要な場合は要予約 
講 師： 森 由紀子（精神保健福祉士・ウェルビー藤沢第２センター就労支援員） 

 

令和６年度「藤沢まちゼミ」の参加者募集 
 

職場の化学物質管理総合サイト 
ケミサポ 

事業者のための化学物質管理無料相談窓口 

TEL 050-5577-4862 
 
 

労働安全衛生法関係法令の改正により、令和 6 年 4 月 1 日から職場における化学物質規制が、大きく見

直しとなっています。 

 

 

労働安全衛生法の改正 

≪変更（改正）のポイント≫ 
・化学物質の製造事業者及びそれを取り扱う事業者における危険性・有害性に関する情報の伝達が強化されます。 
・事業者は、その情報に基づいてリスクアセスメントを行い、化学物質によるばく露防止対策を実行する必要があ

ります。 
・今後、数年かけて、SDS（※1）やラベル（※2）の交付対象物質が約 900 物質から約 2,300 物質に拡大します。 
・事業場によっては、新たに「化学物質管理者」の選任義務が発生します。 

※1 SDS とは、Safety Data Sheet の頭文字をとったもので、事業者が化学物質および化学物質を含んだ製品
を、他の事業者に譲渡・提供する際に交付する、化学物質の危険有害性情報を記載した文書のことです。 

※2 ラベルとは、SDS 情報を簡略化し、化学品の危険有害性の種類や程度に関する情報を、容器や包装に貼り
付けたもののことです。 

 
問い合わせ 

 

二次元バーコードから

▼ 

 

申し込み 
問い 

合わせ 

F プレイス HP「お問い合わせ」メール
窓口、または電話 0466-26-7811 (就
労支援担当) 、産業労働課 
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９月１日（日）～３０日（月） 【参加者募集期間】 

mailto:shouren@cityfujisawa.ne.jp

